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偽装請負の解消に向けた当面の取組について

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

(昭和 60年法律第 88号｡以下 ｢労働者派遣法｣とい う｡)については､平成 15年の法

令改正により､平成 16年 3月 1日から､物の製造の業務等-の労働者派遣が可能となっ

たことから､労働基準行政及び職業安定行政が連携の下､派遣先 ･派遣元事業者に対･し､

それぞれの責任区分に応 じた関係法令の履行確保の徹底等を図ってきたところである｡

一方､請負により行われる事業 (以下 ｢請負事業｣とい う｡)については､製造業の大

規模事業所等において活用 されている現状にあり､これ ら請負事業において雇用されて

いる労働者も多数存在 しているものである｡その中には､契約の形式は請負等 とされて

いるものの､発注者が直接請負労働者を指揮命令するなど労働者派遣事業に該当するい

わゆる偽装請負が少なからず見られるところである｡

こうした就労実態は､労働市場における労働力需給調整の基本的なルールである職業

安定法 (昭和22年法律第141号)及び労働者派遣法に抵触する違法行為であるとともに､

労働基準法 (昭和22年法律第49号)､労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)等に定める

事業主責任の所荏があいまいになり､必要な措置が図られず､死亡災害を始めとする重

篤な労働災害の発生等労働者の安全衛生 ･労働条件確保上の問題が顕在化 してきている｡

ついては､下記のとお り､労働基準行政及び職業安定行政の連携並びに監督指導の強

化等により､製造業等を中心 とした偽装請負の防止 ･解消を図ることとしたので､その

取扱いに万全を期されたい｡

記

1 周知啓発の強化

請負事業主､発注者等を対象に､偽装請負の防止及び解消並びに労働関係法令の遵

守について徹底を図るため､ブロックごとに報道発表による広報を活用 しつつ､集団
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指導の積極的な実施など周知啓発の強化を図るものとする｡

2 相互情報提供の徹底等

(1)労働基準行政から職業安定行政への情報提供

労働基準監督署において実施 した監督指導において､偽装請負の就労実態を把握

した場合には､労働者派遣法第3章第4節 (以下 ｢派遣法特例｣という｡)に基づき､

所要の措置を講じたすべての事案について､職業安定部又は需給調整事業部の需給

調整事業担当課室 (以下 ｢需給調整事業担当課室｣というo)六の情報提供を徹底す

るものとする｡

監督指導において､偽装請負に該当するか否かを判断することが困難な場合には､

需給調整事業担当課室-照会するものとするD

(2)職業安定行政から労働基準行政-の情報提供

需給調整事業担当課室において実施 した監督指導において､偽装請負の就労実態

を把握した場合には､労働者派遣法等に基づき所要の措置を講じたすべての事案に

ついて､労働基準部監督課 (以下 ｢監督課｣というD)-の情報提供を徹底するも

のとする｡

(3)相互に提供を受けた情報に基づき､両行政において､個別の監督指導等を実施す

るなど必要な措置を講ずるものとする｡

3 共同監督の強化

職業安定行政と労働基準行政が共同で行 う監督指導は､都道府県労働局の需給調整
事業担当課室と監督課において調整の上､製造業の大規模事業場等を中心に､計画的

に実施するものとするD

4 労働安全衛生法等違反を原因とする死亡災害等重篤な労働災害を発生させた事業主

等に対する厳格な対応

(1)労働基準行政の対応

労働基準監督署においては､労働安全衛生法等違反を原因とする死亡災害等重篤

な労働災害を発生させた事業場等であって､偽装請負の就労実態が認められる場合

には､派遣法特例に基づき､司法処分等厳正に対処するものとするa

また､上記就労実態における死亡災害等重篤な労働災害等を把握 した場合には､

監督課は需給調整事業担当課室-の速やかな情報提供を行 うものとする｡

(2)職業安直行政の対応

需給調整事業担当課室は､監督課からの情報に基づき､当該労働安全衛生法等違

反と当該請負事業主による労働者派遣法等違反との間に相当の関連があると認めら

れる場合には､当該請負事業主に対 して､労働者派遣法等に基づく告発､行政処分

等厳格な措置を講ずるものとする｡

5 監督指導の強化

(1)職業安定行政における監督指導の強化



① 違反事業所における一斉自主点検の実施

偽装請負の効果的､効率的な是正､解消を図るため､-の偽装請負を把握した

場合の指導においては､当該偽装請負に係る請負事業主､発注者等に対し､全事

業所を対象として自ら点検を行 うよう求めるものとする｡

② 違反を繰り返す事業主に対する対応

複数の事業所で同様の違反を繰り返す等悪質性の高い請負事業主に対しては労

働者派遣法等に基づく告発､行政処分等厳格な措置を講ずるものとする｡

(2)労働基準行政における監督指導の強化

これまで製造業に重点をおき監督指導時に偽装請負の就労実態を把握した際に労

働安全衛生法等に係る問題が認められた場合には､派遣涯特例により所要の措置を

講ずるとともに､当該情報を需給調整事業担当課室-提供し､連携を図ってきたと

ころであるが､製造業に加え､その他の業種に対しても同様の措置の徹底を図るも

のとする｡ノ
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